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Ⅰ 高齢化と地域コミュニティ

１．都道府県別の高齢化の動き

２．大都市圏で進む高齢化による影響 ①「オールド･ニュータウン」の現状

〃 ②「オールド･ニュータウン」における取組み

〃 ③「オールド･ニュータウン」の課題

３．地方における高齢化－いわゆる「限界集落」 ①集落における高齢化の状況

〃 ②高齢化と集落機能の維持

〃 ③市町村の取組み

〃 ④集落独自の取組み

４.新たな地域コミュニティの確立に向けて（H21.7.27「新しいコミュニティのあり方に関する研究会」報告）

①基本的な状況認識と視点、提言項目 ②新しい地域協働の主体と仕組み（「地域協働体」）

③他の団体･組織との関係、市町村の役割 ④地域コミュニティ組織等が直面する課題と解決方策

⑤今後の具体的な方策に関する提言

Ⅱ 高齢者の生活とＩＣＴ利活用

１．ＩＣＴ利活用高度化と地域社会・経済の活性化

２．高齢者のＩＣＴ利活用が地域社会にもたらす効果

３．遠隔医療について ①（遠隔医療のニーズ）

〃 ②（遠隔医療の各類型）

〃 ③（遠隔医療の推進方策に関する懇談会 中間とりまとめ （H20.7.31）（概要））

４．ＩＣＴ機器・サービスのアクセシビリティに関する取組 ①（ガイドラインの制定）

〃 ②（自治体での取り組みの促進）

５．具体的なＩＣＴ利活用事例 ①（高齢者による地場産品ビジネスの創造）

〃 ②（テレワークによる地域雇用創造（高齢者の雇用確保））

〃 ③（安心安全な地域社会の実現（高齢者見守り・助け合い支援システム））

〃 ④（コミュニティの活性化（生涯現役ポイントシステム））

（目 次）
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Ⅰ 高齢化と地域コミュニティ
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１．都道府県別の高齢化の動き

高齢化率は都道府県毎に差異があり、現状では地方圏の高齢化率が高い。

しかし、今後は大都市圏で急速に高齢化が進む見込み。
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資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「都道府県の将来推計人口」
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２．大都市圏で進む高齢化による影響 ①「オールド･ニュータウン」の現状

戦後の高度成長期における産業構造の転換に対応した大都市圏への人口集中への対応のため国策として
整備されたニュータウンにおいて、①住民の高齢化、②住宅等の老朽化、③バリアフリー化の遅れ、④近
隣センター等の衰退、⑤小中学校等の遊休化、等の問題が顕在化している。

一方で、ニュータウンは高い公共施設整備率を誇る優良なストックであり次世代に残すべき優良な資産。

戦後の高度成長期における産業構造の転換に対応した大都市圏への人口集中への対応のため国策として
整備されたニュータウンにおいて、①住民の高齢化、②住宅等の老朽化、③バリアフリー化の遅れ、④近
隣センター等の衰退、⑤小中学校等の遊休化、等の問題が顕在化している。

一方で、ニュータウンは高い公共施設整備率を誇る優良なストックであり次世代に残すべき優良な資産。

●住民が一斉に入居したことにより一斉に高齢化している
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明石舞子団地（神戸市・明石市）の高齢化率・少子化率の変化

平成１７年時点で全国の高齢化率は約２０％、
それに対して明石舞子団地は約３０％に上昇。

近畿圏平均に比べて千里ニュータウンの少子高齢化は
著しく進行。

※近畿圏：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
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２．大都市圏で進む高齢化による影響 ①「オールド･ニュータウン」の現状

千里ＮＴクラス数（豊中市）
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●近隣センター等の衰退

・シャッター通り化した近隣センター

・長い急勾配スロープ（勾配1/10） ・敷地内随所にある階段

●バリアフリーへの対応の遅れ

・バス停と住宅地を繋ぐスロープ

●小中学校等の遊休化

多摩ＮＴ、千里ＮＴのクラス数

千里ＮＴクラス数（豊中市）
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２．大都市圏で進む高齢化による影響 ②「オールド･ニュータウン」における取組
み

ニュータウンの高齢化等の問題に対応し、
①地域の人材活用の場の創出、住民活動の活性化
②近隣センター等の再生、遊休施設等の活用による必要なサービス機能の導入
③高齢者等交通弱者の移動手段の確保
④老朽化した住宅等ストックの再生とバリアフリー化の推進
⑤住み替え支援の推進
等の取り組みが、全国のニュータウンで関係主体の創意工夫、試行錯誤のもと行われている。

①地域の人材活用の場の創出、住民活動の活性化

① 高齢者・障害者・子供たちの生活支援ボランティア活動
② 介護保険法による居宅介護支援
（ケアマネジメント・ヘルパー派遣・デイサービス）

③ 障害者自立支援法による生活援助
（知的障害児の放課後支援・外出支援・在宅支援）

④ ボランティア・ドライバーによる福祉有償運送
⑤ 名古屋市からの指定管理（高齢者わくわく教室）

①暮らしのサポート
（高齢者が近隣センターで買い物した商品を１回５０円
でスタッフが住戸まで配達）

②住まいのサポート
（ホームセンターと協働したＤＩＹ講習会の開催、材料
の販売、低価格なリフォームや修理サービス）

③コミュニティ形成
（センター地区の空き店舗を住民が利用できる活動拠点
として提供し、活動のサポートを行う）

▲デイサービスの様子▲鳴子団地内の活動拠点

▲レディース隊による買物支援▲DIYリフォームサービスの様子
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２．大都市圏で進む高齢化による影響 ②「オールド･ニュータウン」における取組
み

②近隣センター等の再生、遊休施設等の活用による必要なサービス機能の導入

○民間活用によるセンター地区への高齢者向け施設の導入
（H19～明石舞子団地）

○ センター施設の空き店舗を活用してNPOが高齢者給食
サービス、配食サービス等を実施（H15～明石舞子団地）

センター地区の再生事業の一環として、センター地
区の県有地を県から購入し、自らの資金で特別養護老
人ホーム、ショートステイ施設、デイサービスセン
ターを含む高齢者向け施設を整備する事業者を募集、
選定。

▲完成イメージ

県・都市機構・県住宅供給公社・ＮＰＯ神戸まちづくり
研究所による共同設置。

○センター施設の空き店舗を活用して住民相互の交流・
情報交換の場として、「明舞まちづくり広場」を開設

（H16～明石舞子団地）
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２．大都市圏で進む高齢化による影響 ②「オールド･ニュータウン」における取組
み

③高齢者等交通弱者の移動手段の確保

○センター会社による団地内循環バスの試行運行（H18～高蔵寺ニュータウン）

1日あたり約400～500人程度の乗客があり、高齢者等の交通弱者の買物の足として利用されることが多く、センター
施設の売り上げ向上に貢献。
また、高齢者等の外出の機会が増えることにより、ニュータウンの活性化にも寄与。

事業者：高蔵寺ニュータウンセンター開発（株）
（ＵＲ、愛知県、春日井市等が出資する第三セクターで、高蔵寺ニュータウン及びその周辺地域において、
店舗、事務所、利便施設等の建設、経営、管理 、地域の活性化に資する各種事業、及び調査研究業務、
コンサルティング業務及びコーディネイト業務等を実施。）

事業期間：平成１８年度～
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２．大都市圏で進む高齢化による影響 ②「オールド･ニュータウン」における取組
み

◇高齢者等の住み替え支援制度
高齢者等の所有する戸建て住宅等を広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することを

円滑化する制度により、子育て世帯等に広い住生活空間を提供するとともに、高齢者の高齢
期の生活に適した住宅への住み替え等を促進。

子育て世帯等へ

・高齢期に適した住宅
への住み替え
・Uターン等による地方
への住み替え

高齢者世帯等

国

保証

賃料

借り上げ※

賃料

※借上げ主体は、高齢者の死亡時まで継続して
契約

※H20年度まではモデル事業として実施してい

たため、現在、借上げ主体は、一般社団｢移
住･住みかえ支援機構｣のみ。今後、公社等を
活用した地方の取組みが出てくる見込み。

賃貸（定期借家
契約を活用）

※異常時リスク発生
時に対する保証

借上げ主体※
（中間法人等）

高齢者居住安定基金

（５億円）

住み替え支援のスキーム

※平成18年10月の事業開始からの制度活用実績は１２４件。（平成21年8月27日現在）
平成18～20年度の３年間はモデル事業として実施。今後、事業の全国展開を図る。

⑤住み替え支援の推進
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２．大都市圏で進む高齢化による影響 ③「オールド･ニュータウン」の課題

○ 開発当初に様々な主体、形式により大量の住宅等が供給され、一体的な再生が困難な中、様々な主体が各々個
別に取り組みを行っており、本格的なエリアマネジメント体制を構築して地区全体の土地利用コントロール等を
も含む抜本的な再生の取り組みを行うまでには至っていない。

○ ニュータウン地区全体として不動産価値の低下を防ぎ、その利用価値を高めていくため、個々の住民及び賃貸
住宅・各種サービス施設の所有者等が別々に対応を行うのではなく、地区単位で関係住民、地権者、行政等が一
体となった取り組みを推進することが不可欠。

○ そのため、ニュータウン再生について共有すべきビジョン等を策定し、これに基づき様々な取り組みを総合的
にマネジメントしながら、一貫して再生事業等を進める体制の構築が必要。

団地再生に向けた総合的なマネジメント主体が存在しない

公営住宅

公社等賃貸住宅

戸建て住宅

分譲マンション

センター施設

学校等公益施設

土地利用を相互に調整・
コントロールする仕組みが不十分

必要な生活支援
サービスが揃わない

個別課題対応型となり
再生の目標・ビジョンを

共有できない
買い物支援

ＮＰＯ

子育て支援
ＮＰＯ

住み替え支援
ＤＩＹ支援
ＮＰＯ

移動支援
交通事業者

介護支援
ＮＰＯ

連携不十分

一体的・合理的な
土地利用転換が困難
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３．地方における高齢化－いわゆる「限界集落」 ①集落における高齢化の状況

高齢者割合が高い集落は中国、四国に多い。北海道、東北では少ないが、高齢化は急速に進んでいる。

資料：H19.8国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査」
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３．地方における高齢化－いわゆる「限界集落」 ②高齢化と集落機能の維持

高齢者割合が５０％未満の集落では、その約９割で集落機能が良好に保たれているのに対し、高齢者割合
が５０％以上の集落では、その約２割に集落機能の低下が見られ、約２割で機能維持が困難となっている。

資料：H19.8国土交通省「国土形成計画策定のための集落

の状況に関する現況把握調査」
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３．地方における高齢化－いわゆる「限界集落」 ③市町村の取組み

集落機能の維持が困難となっている集落等に対する市町村の施策内容について見ると、生活基盤の維持
や住民生活に対する支援が多い。

資料：H19.8国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査」
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３．地方における高齢化－いわゆる「限界集落」 ④集落独自の取組み

集落機能の維持･保全のために各集落独自に取り組んでいる事例としては、景観保全対策や地域文化の
保全対策が多い。
また、集落対策上の課題としては、農地･森林の荒廃による資源保全機能の低下などを指摘する声が多い。

資料：H19.8国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査」
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４．新たな地域コミュニティの確立に向けて ①基本的な状況認識と視点、提言項目

• 市町村合併の進展

• 住民の声が届きにくくなるという危惧

• 地域の伝統文化の継承に懸念

• 「公共」の守備範囲が拡大

• 他方、極めて厳しい財政状況

• 少子高齢化が住民の負担能力制約

「新しい公共空間」の形成
地域の様々な主体が公共サービスを提
供する「新しい公共空間」を形成

地域の多様な力を結集した地域力創造
地域コミュニティ等が、目的を共有し、役
割分担しながら結集する仕組みを構築

基本的な状況認識

①仕組み=「地域協働体」 ②取組の契機・発展プロセスと市町村の役割

③地域自治区制度との連携 ④地域コミュニティ組織等のガバナンス

⑤地域コミュニティ組織等の課題と解決方策 ⑥経済活動と法人制度

⑦公務員の地域の公共活動への参加 ⑧コミュニティ施設

事例調査も踏まえ、概要以下の項目について報告をとりまとめ

基本的視点

（H21.7.27「新しいコミュニティのあり方に関する研究会」報告）
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４．新たな地域コミュニティの確立に向けて ②新しい地域協働の主体と仕組み

• 町内会等の伝統的な地域組織は、加入率低下等の問題に直面

• 今後は、地域コミュニティ、ＮＰＯ、マンション管理組合、事業所など多様な組織が
公共サービスの提供主体に

新しい地域協働の主体

「地域協働体」新しい地域協働の仕組み

• 国において、「地域協働体」をモデ
ルとし、立ち上げ経費等を支援す
る実証事業を来年度から実施

国の施策（Ｈ２２年度概算要求）

• 地域協議会（地域づくり実行組織）
と「地域協働体」メンバーを重複

→行政とのインターフェイス構築

地域自治区との連携

• 地域における公共サービス提供の核となり、地域コミュニティ組織など地域の多
様な主体による公共サービスの提供を総合的、包括的にマネジメントする組織

（H21.7.27「新しいコミュニティのあり方に関する研究会」報告）
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４．新たな地域コミュニティの確立に向けて ③他の団体･組織との関係､市町村の役
割

「地域協働体」と他の団体・組織
（町内会やＮＰＯ等）との関係

「地域協働体」の取組の契機、
発展プロセスと市町村の役割

町内会など地縁団体との関係

• 地縁団体は住民を網羅的にカバー

…例えば、情報提供活動で連携

• 関係構築の方策

…例えば、地縁団体の代表者を「地
域協働体」のメンバーに

• 地縁団体それ自体が「地域協働体」
に相当する役割を担うことも想定

機能組織（ＮＰＯ等）との関係
• 「地域協働体」の活動テーマや部門

…当該分野が得意な機能団体が担
う

3．ステップアップ時
• 活動密度の変化（イベント組織が恒常的な地

域福祉組織にステップアップするときなど）が大
きいタイミングに政策を打つと効果的

2．初期段階
• 人材・資金面のイニシャルコスト負担

（コーディネーター職員の派遣、初期費用の負担など）

1．立ち上げ時
• 市町村等が地域の住民や団体に対し
て、検討を働きかけることが有効

• 防犯・防災や孤独死対策など、具体的
課題を住民に投げかけることが重要

（H21.7.27「新しいコミュニティのあり方に関する研究会」報告）
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４．新たな地域コミュニティの確立に向けて ④直面する課題と解決方策

課題

人材不足への対応方策
• 若年層が実行・参加する行事

資金不足への対応方策
• 例えば「地域コミュニティ税」や、
地域まちづくり組織に交付金

• 今後、市町村等はこうした取
組をより積極的に展開を

人材面や資金面

解
決
方
策

• 市町村や公務員ＯＢ・ＯＧ、ＮＰＯ等の協力、支援が重要

• 地域協働体は、資金や人材などの経営資源の供給の核

• また、地域協働体は、外部から支援の「受け皿」として機能

個人情報保護法制への対応
• 法の趣旨（「個人情報の有用
性に配慮しつつ、個人の権利
利益を保護」）と条例の趣旨

• 仕分ける：制度の問題か？あ
るいは、社会福祉士等の守秘
義務の問題か？

• 制度上問題となるもの

→条例や審査会での対応を検
討するなど適切に対応

個人情報保護法制

への対応

（H21.7.27「新しいコミュニティのあり方に関する研究会」報告）
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４．新たな地域コミュニティの確立に向けて ⑤今後の具体的な方策に関する提言

• 中核的な要素：①意思決定過程、②会計管理、③活動内容等に係る透明性

• まずは、「地域協働体」のガバナンス、個々の組織・団体は必要に応じ多様に

• 会計管理→今後、国が、それぞれの状況に応じ参考としうるモデル例を作成、情報提供

ガバナンスについての考え方

• 市町村職員は貴重な人的資源→組織としてより積極的に位置づけ、評価を

• 公務なのか、個人的な活動かを区別することが重要

→市町村等においては、この点についてルールを設定することが望まれる

• 経済活動がコミュニティ活性化の重要な要素との指摘

• 一律の法人化は適当ではない

• 新たな法人制度については、より詳細なニーズ等を踏まえ、今後検討

• 利用主体の独立性と連携の程度を反映（「それぞれ独立していながらも、ゆるやかにつな
がる」との視点）、設計者の選定プロセスに地域コミュニティ組織等が関与

• 地域資源を有効に活用することが重要（伝統的な建造物、不要となった庁舎や廃校施設な
ど地域住民の愛着のある既存施設を改修する…）

経済活動の重要性の高まりと法人制度

公務員の地域の公共活動への参加

新しい地域協働のための施設のあり方

（H21.7.27「新しいコミュニティのあり方に関する研究会」報告）
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Ⅱ 高齢者の生活とＩＣＴ利活用
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〔地域再生の課題例〕

地場産業の活性化

主要ＩＣＴサービスの提供
（放送、携帯電話、高速インターネット接続）

→企業誘致・定住促進

地
域
経
済
の
活
性
化

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化

（
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
接
続
・
携
帯
電
話
・
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
）

デ
ジ
タ
ル
・ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
イ
ン
フ
ラ
整
備

デジタル・ディバイド解消だけでは、地域再生への効果は限定的
（利活用の促進がなければ、「宝の持ち腐れ」になりかねない）

販路・市場（商圏）の拡大
生産管理、業務効率化等による生産性向上

観光の振興
位置情報、地域情報等の提供
携帯端末を活用した地域ｺﾝﾃﾝﾂの発信

医療水準
（公共サービス）の向上

遠隔医療技術の普及
お年寄り・子供をはじめ在宅医療の実現

個々の地域の事情に応じたＩＣＴの高度利活用方策について、意欲ある自治体が「知
恵」を創出・普及させることにより、デジタルインフラの潜在力をフルに発揮

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
高
度
利
活
用

地域の雇用創造
テレワークによる距離を越えた雇用の実現
高齢者・障害者の雇用機会創出

地方行政の効率化
ワンストップサービス

地域情報プラットフォームの普及
自治体内外のシステム連携の実現

１．ＩＣＴ利活用高度化と地域社会・経済の活性化
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（１）地域活動の円滑化、効率化

町内会など、身近な地域活動においても、パソコンやインターネットのスキルは必須なものとなりつつある。地域活動に関
わる高齢者がICT を活用することで、団体の連絡事務等の効率化につながるだけではなく、団体から活動報告等をうける自

治体側の事務処理も効率的になるという効果が期待できる。特に交通環境の良くない地方の自治体や地域社会において、
その効果が大きいと考えられる。

２．高齢者のＩＣＴ利活用が地域社会にもたらす効果

（２）地域における高齢者の役割形成、活動の増大

高齢者がICT を利活用できるようになると、地域社会で、より多様な役割を高齢者に期待できるようになる。例えば、ICT を
習得した高齢者が他の高齢者に教えるスタイルの講習会は多くの地域で実施されている。また、ICT を習得した高齢者がパ
ソコン等を使って行った創作活動の成果を地域のイベントや情報発信に生かしたり、地域SNS 等で高齢者が他の参加者へ
の助言や提案を行う等、高齢者の能力・経験を生かした様々な役割が期待できるようになる。

（３）世代間交流による地域の課題解決、まちづくり

高齢者がICT を利活用し、地域のネットコミュニティに参加するようになると、リアルな社会では機会が乏しかった世代間交
流がネット上で進むことが期待できる。実際にネット上での世代間交流が生まれている事例では、ICT について高齢者が学

生に教わる一方、これまでの社会人経験等を活かして高齢者が学生にアドバイスをするといったケースもあり、お互いのイ
メージを変えることにつながっている。さらに、ネット上やパソコン教室等での世代間交流が起点となって、地域の商店街など
で若者の姿が増える等、リアルな地域の状況の変化にまで結びつくことが期待される。

このように、世代間交流と相互理解の深まりは、従来とは異なる、新しい枠組みでの地域づくりや地域活性化の取り組みに
展開することも期待できる。
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３．遠隔医療について①（遠隔医療のニーズ）

○ 遠隔医療は普及していないものの、提供する診療所側、利用する地域住民側とも潜在的なニーズは高い。

○ この背景には、医師不足による地域住民の不安感やへき地医療に携わる医師の負担の増大がある。

一方、普及を阻む課題としては、現行制度では費用を十分に賄えないことや、遠隔医療に要する人手不足

等がある。

○遠隔医療を、医師不足等による地域の医療格差の解消手段の一つとして位置づけ、一過的な補完手段

ではない「持続可能で汎用性のある社会システム」として定着取り組みの実施が重要

実施状況

12.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

利用意向

45.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

■遠隔診療支援（遠隔画像診断・遠隔病理診断等）の

実施状況および利用意向（診療所）

43.6%

74.4%

2.6%

12.8%

28.2%

0.0%

0% 25% 50% 75% 100%

設備費用・維持費が高い

貴院側の医師・医療従事者が足りない

操作が面倒、システムが使いにくい

患者のニーズが低い

上記以外の理由

無回答

■遠隔診療支援（遠隔画像診断・遠隔病理診断等）を実施

したいと思わない理由（診療所）

実施状況

2.5%
0%

25%

50%

75%

100%

利用意向

64.4%

0%

25%

50%

75%

100%

■テレビ電話を用いた在宅健康相談の実施状況と利用

意向（住民）

※2008年5月 NTTデータ経営研究所によるアンケート調査（総務省調査研究委託）
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（例）遠隔医療パッケージ（宮城県仙台市ほか）

テレパソロジー（遠隔病理診断）

（例）久留米大学病院における遠隔画像診断サービス（福岡県）

テレラジオロジー（遠隔放射線診断）

（例）在宅病児のユビキタスケアネット（信州大学医学部附属病院）

テレコンサルテーション（遠隔相談）

【概要】画像を見ながら遠隔地の医師に指導を行う。また、在宅の
患者とのコミュニケーションを図る。

【効果】医療の地域間格差の解消や予防医療の推進、患者の安心感
向上につながる。

主治医
（小児科医）

サーバ（信州大学病院）

在宅患児の家庭
イヤフォンーマイク

第三世代携帯
テレビ電話
（映像／音声）

在宅患者のいる
地域の病院

地域の医師

主治医のいる病院

発作などの急な症状に対して
も適切なアドバイスが可能に
（地域医療の質の向上）

【概要】体組織の画像や顕微鏡の映像を送受信するなどし、遠隔地の
医師が、特に手術中にリアルタイムに行う遠隔診断を指す。

【効果】リアルタイムで専門医の判断が仰ぐことができる。

情報共有に
より連携

（例）せいてつ記念病院における在宅健康管理システム（岩手県釜石市）

テレケア（遠隔健康管理）

【概要】健康管理端末で測定した生態情報(体温、血圧、脈拍、尿糖値)
を医師や保健師へオンライン送信する。

【効果】予防医療の推進、利用者に応じたきめ細かい健康指導と健康
情報の提供が可能に。

【概要】X線写真やMRI画像など、放射線科で使用される画像を通信で
伝送し、遠隔地の専門医が診断を行う。

【効果】専門医による高度で専門的な診断を短時間で受けられる。

病理医

遠隔地からでもストレス
なく診断できる！ ④顕微鏡の遠隔操作

光映像ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ

電動顕微鏡

担当医

映像／音 コミュニケーション

顕微鏡動画像 30fps

顕微鏡コントロール

③顕微鏡画像の
動画伝送

①手術中の患者から摘出した
臓器等を元に組織標本を作成

②顕微鏡に設置

専門医（病理医）側

顕微鏡操作
ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

患者さんに高度な医療

を提供

手術執刀医側

ネットワーク経由で
専門医による診断が
受けられる

CT、MRI画像登録
読影ﾚﾎﾟｰﾄ受領

光高速ネットワーク
（ふくおかｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄﾊｲｳｪｲ）

情報センター

医療画像データ管理
読影レポート作成

問診
血圧
脈拍

心電図
体温
入力

体重
入力

保存

送信
医療機関
コンピュータ主治医による

総合的な診断

メッセージ

ケーブルテレビ回線
（または電話回線）

健康管理端末で
測定した血圧・
脈拍と心電図を
主治医に送信

CT、MRI画像登録読
影ﾚﾎﾟｰﾄ受領

CT、MRI画像読込
読影結果登録

地域病院

大学病院 地域病院

３．遠隔医療について②（遠隔医療の各類型）
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３．遠隔医療について③（遠隔医療の推進方策に関する懇談会 中間とりまとめ （H20.7.31）（概要）

目指す姿 ― 遠隔医療を、持続可能で汎用的な社会システムとして定着させる

我が国の医療

４．モデル事業
「中間とりまとめ」の内容を踏まえて、遠隔医療の推進に資する有効

な実証モデル事業の実施（必要性と有効性の実証と検証を重視）

主な提言

２．遠隔医療の位置付け
遠隔医療の位置付けをより明確にするために（※）、「慢性期（再診）、

健康管理、予防医療、生活習慣にかかわるもの」について、基本的に
（対面診療と）遠隔医療が選択可能であることを明らかにする。

※遠隔医療の位置付け

「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」）について」（改正平十五医

政発0331020）により、

現在は、「対面診療が基本であり、遠隔医療は補完的なもの」という位置付け。

本通知の別表で遠隔医療が許容される場合を列挙。

３．補助金、地方交付税など財政支援措置の活用その他方策の推進
関係各機関や受益者の費用負担の仕組み、補助金・地方交付税な

ど財政支援措置の活用、コスト削減の可能性、費用対効果を高める
方策、地域医療機関の連携の推進方策を検討。遠隔医療にかかわ

る拠点病院設置や既存制度の活用も含め制度面での可能性、通信
インフラや情報システムの整備と標準化などの推進方策を検討

１．診療報酬の適切な活用
モデル事業などでの検証を進め、安全性・有効性等について科学

的根拠に基づくデータ（エビデンス）があると検証されたものについて
は、将来、検討の対象。
※診療報酬の活用に関する構成員からの具体的提案
遠隔での画像診断・病理診断における超音波動画像などの新たな医療技術や、
複数の医師・医療機関の連携に関し、診療報酬上の加算等の評価の検討

○負のスパイラル
・多くの地域で医師不足、条件不利地域における地域医療の疲弊、
医師の負担の増大

・利用者においては、いつでも良質な医療サービスが受けられると

いう信頼感の揺らぎ、不安感の拡大

○遠隔医療の必要性
・少子高齢化・人口減少社会を迎え、限られた医療資源を有効活用し、
国民にあまねく良質な医療を提供するための選択肢を増やす施策の

一つとして遠隔医療の推進と効果的な活用が期待
・「地方再生戦略」や「経済財政改革の基本方針2008」においても遠

隔医療の推進が示されるなど、遠隔医療の推進は国民的課題

必要性がある場合にはどこでも適切な遠隔医療を導入できるという社会的な選択
肢を用意
○持続可能性の確保： 適切な収益構造（費用負担）を構築する方策の検討
○汎用性の確保 ： 制度面、通信インフラ整備、情報システム標準化等の検討

①都市部よりも、医師不足等の特に深刻な条件不利地域
②慢性期医療、健康管理等
③先端的な遠隔医療技術の開発等ではなく、既にある技
術を活用した社会イノベーション

検
討
の
重
点

具
体
的
論
点
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４．ＩＣＴ機器・サービスのアクセシビリティに関する取組①（ガイドラインの制定）

高齢者・障害者に対す
る電気通信アクセシビ

リティガイドライン

（ＩＴＵ-Ｔ※勧告）

高齢者・障害者等
配慮設計指針

（第4部：電気通信機器）

（日本工業規格JIS X8341-4）

平成10年10月

平成12年7月

※平成15年7月に、電気通信アク
セス協議会から名称変更。

平成16年5月 平成17年10月

（機器について）

高齢者や障害者が使いやすい電気通信機器・サービスの開発等を促すガイドラインの策定や
普及促進を支援。

国際標準化

※ＩＴＵ－Ｔ：国際電気通信連合（ＩＴＵ）の電気
通信標準化部門。国連の専門機関であるＩＴ
Ｕの一部門として、情報通信に関する技術・
運用等に関する国際標準化活動を実施。

平成12年7月
障害者等電気通信設備ｱｸ

ｾｼﾋﾞﾘﾃｨｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（第１版）

（電気通信アクセス協議会）

平成16年5月
高齢者・障害者等に配慮

した電気通信ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（第２版）

（情報通信アクセス協議会※）

ＪＩＳ化

平成19年1月

障害者等電気通信
設備アクセシビリティ
指針

（郵政省告示）
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JIS X8341-3の課題

•内容が技術的

•実現方法等が明確にされて
いない等

地方公共
団体等のため
の手順書

アクセシビリティ
確保のための
ワークシート

研究会の成果
•地方公共団体等で活用できる運用モデル
•各種手順書、ワークシート

みんなの公共サイト運用モデル
の策定

地方公共団体向け

のセミナー等を

活用した普及促進

高齢者や障害者を含む誰もが地方公共分野のホームページやウェブシステムを利用することが
できるよう、「公共分野におけるアクセシビリティの確保に関する研究会」を開催し、平成17年12月
に報告書を公表。地方公共団体向けのセミナー等を活用し普及促進。

４．ＩＣＴ機器・サービスのアクセシビリティに関する取組②（自治体での取り組みの促進）

◆主な配慮要件
・画像に内容を説明する代替テキスト
を付ける

・色の違いに依存した情報提供を
行わない

・文字サイズが拡大できる など
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＜事業概要＞
◆日本料理の演出用の「つまもの」の生産主体である高齢者がＩＣＴを活用。
◆情報センター・農協・生産者の間をネットワークで結び、受発注情報、全国各市場（38卸売会社）の市況を迅速に

共有、利用。
◆総務省の補助金等を活用して敷設したＦＴＴＨ（光ﾌｧｲﾊﾞ）により、双方向機能の高度化が期待。

＜成 果（売上高が事業実施後、約1．5倍に）＞
○売上高 ； １４９百万円（H10） → 2７０百万円（H1８）
○農協組合員のPC利用者数は、一貫して増加 ； ４０組合員（H10） → ９８組合員（H1８）

彩（いろどり）事業（徳島県上勝町）

集出荷支援システム

ＦＴＴＨ網

サーバー

明日の出荷目標・売
上実績を確認

FAX

情報センター（株式会社いろどり）生産者（１７７名 平均年齢６７歳）

集出荷場（ＪＡ上勝選果場）

「南天」が不足。
誰か取れますか？ 品目不足時などは 同

報無線ＦＡＸを利用

楽しむ・喜ぶ

売上成果、予想的中

指先の運動

収穫へ

収穫へ

動く

山や谷へ、いろどりを採取

今日はいくらで 売
れたかの～

明日の出荷目標は？
どの品目が高く売れる
かの～

出荷予想（分析）・売
上実績などを サー
バーへ蓄積

インターネット

集荷状況を情報センターへ連係

全国へ出荷

高速回線

高速回線

いろどり専用ＰＣ

同報無線受
信機

彩情報ネットワーク

考える（明日の戦略）

季節や天候により需要規模や品
目が変化

高齢者が多いことや地理的条件（山間部）から、各
地区ごとに、収穫した「いろどり」を集め、トラッ
クなどで集出荷場へまとめて運び込む

※ 彩（いろどり）事業とは
○ 彩とは日本料理の季節感を演出する「つまもの」の上勝町産品のブランド名。
○ 女性や高齢者が生産主体で、通常、庭先や裏山の木から葉を採取する。
○ 年間売上高は2億円に達し、町の主力産業の一つ。月額収入が100万円以上を

超える生産者もいる。

５．具体的なＩＣＴ利活用事例①（高齢者による地場産品ビジネスの創造）

需要に応じた 「つ
まもの」を･･･

総務省「加入者系光ファイバ網設備整備事業」 平成17年度

http://www.irodori.co.jp/syouhin/syousai/s_002.html�
http://www.irodori.co.jp/syouhin/syousai/s_006.html�
http://www.irodori.co.jp/syouhin/syousai/s_022.html�
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５．具体的なＩＣＴ利活用事例②（テレワークによる地域雇用の創造）
光ブロードバンドテレワークシステム（株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト）

◆事業所とテレワーク拠点があたかも一つの工場のように一体的に作業できる仮想工場を実現するシステム。

◆デジタル地図の製造・メンテナンス業務（拠点情報の登録・更新等）に活用。生産コストを3分の２に低減。

◆熊本、広島、三重、愛媛など７県の在宅テレワーカー１２９名を雇用。地方の雇用創造にも貢献。

光回線
光回線

光回線

センタクリエータ

自宅マネージャ

リモートオ
フィス

自宅

自宅

スーパバイザ
（指導者）

センタ（熊本） テレワーク拠点（７県）

サーバ

ブロードバンド
ネットワーク

ＩＰテレビ電話システム

在宅クリエータ
（テレワーカ）

在宅クリエータ
（テレワーカ）

ＰＣに配信されているのは画面
情報のみで、データは配信さ

れていない

両者のＰＣ画面の
画面共有が可能
両者のＰＣ画面の
画面共有が可能

クリエータ （テ
レワーカ）

デジタル地図バーチャルファクトリ

光回線

在宅クリエータ
（テレワーカ）

静岡県１１名

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ：９名

母子家庭：２名

このデジタル地図作成・メンテナンス業務の他にも自治体からの受託業務をテレワークによる地元雇用で実施している。

デジタル地図作成・メンテナンス業務における事例

＜担当している在宅テレワーカーの分布＞

総務省・ｕ－Ｊａｐａｎベストプラクティス２００６選出
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５．具体的なＩＣＴ利活用事例③（安心安全な地域社会生活の実現）
高齢者見守り・助け合い支援システム（高知県津野町）

＜事業概要＞
情報通信技術を活用し、地域の関係機関や近隣ボランティア等が連携して、高齢者及びその支援情報等を共有化し、

高齢者等の要援護者の見守り、助け合いを円滑に行える、安心安全な地域社会生活を実現する。

○データベースを電子化することで、情報共有・情報閲覧・データ更新が容易になり、きめ細やかな支援が可能となる。
○地域ぐるみのきめ細やかな支援によって、安心安全な地域生活の実現が期待できる。
○助け合いの意識が高まり、地域住民の団結力が高まることが期待できる。
○相談員やパトロール員などのボランティアの参加を促し、増大する社会保障費の抑制が期待できる。

期待される効果

総務省「地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業」 平成１９年度・平成２０年度委託
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５．具体的なＩＣＴ利活用事例④（コミュニティの活性化）
生涯現役ポイントシステム（東京都世田谷区）

・ 地域活動情報の提供
（ＷＥＢサイト・メルマガ等）

・ 獲得履歴参照
・ ポイント取引管理
・ ポイント小切手メール配信

・ 会員相互のコミュニケーション
（ＳＮＳ）

制御用PC

情報管理
サーバ

端末設置場所
各種講習会場
イベント会場
公共施設

観光スポット
商店街
その他

プリンタ

小型専用端末

申込書

個人情報登録

読取機

個人情報入力

個人情報参照

ボランティア活動
健康づくり活動
啓発イベント
など

自宅ＰＣでの閲覧

インターネット

＜地域貢献活動＞

新たな活動への参加インセンティヴ

＜事業概要＞

■防犯活動や健康づくり活動等の地域貢献活動に参加する中高年齢者にポイント（生涯現役ポイント）を付与し、当該ポ

イントを「ＰＡＳＭＯ」に蓄積することを可能とし、区内施設券等に還元することで地域活動参加へのインセンティヴ

を高める。

■さらに、広くボランティア希望者を対象とした情報サイトを構築や、ボランティア同士のＳＮＳを活用して、コミュニ

ケーションにより活動参加の好循環を作り、地域コミュニティの再生を図る。

総務省「地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業」 平成１９年度委託
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